
医療安全管理委員会
委員長：副院長
委員：事務部長、統括診療部長、看護部長

薬剤部長、臨床研究部長、外来部長、
病棟部長、地域医療部長、手術部長、、
企画課長、管理課長、経営企画室長、
副看護部長、専門職
医療放射線安全責任者、医療安全管理者

趣旨：医療安全管理の責任的立場のある者の協議
による医療安全管理体制の確立

内容：医療安全管理、医療事故の対応に関する
全般的事項

19．国立病院機構下志津病院 医療安全管理に関する組織体制と報告手順

医療安全管理室
医療安全管理室長：
構成員：医療安全管理者(専従)
趣旨：医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、

組織横断的に施設内の医療安全管理を行う部門
内容：医療安全管理、医療事故の対応に関する実務

患者相談
窓口

病院長

副院長(医療安全管理委員長)

医療安全管理者(専従)

医療安全推進担当者(リスクマネージャー)
職員：各診療科、各看護単位等、各部門に1名指名
業務：医療事故の原因、防止方法に関する検討提言

委員会、医療安全管理室との連絡調整

職場長（上司）

リスクマネージメント部会
構成員：院長の任命する医療安全推進担当者
業務：ヒヤリ・ハット、事故事例の要因分析、防止策検討・開発

全職員

ヒヤリ・ハット事例を
体験した職員

医療事故に関わる職員

相談内容報告

事例報告

指示 委員会報告

指示
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